
防災安全局 県民安全課

福祉局 地域福祉課

労働局 就業促進課

Ⅱ就労・住
居の確保の
ための取組

障害福祉課

地域福祉課

労働局 就業促進課

・令和５年度愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の
調達方針を策定し、障害者施設等からの調達を推進した。
・福祉施設から一般就労への移行を推進するため、障害福祉
サービス事業所を対象とした「一般就労相談窓口」を設置・
運営するとともに、障害者就業・生活支援センター事業を実
施。

・生活困窮者自立支援法に基づき、ハローワーク等の雇用支
援によっては直ちに就職が困難な方々に対し、引き続き、就
労準備支援に取組み、日常生活等における基礎能力の形成を
図った（就労準備支援事業）。
・直ちに一般就労が難しい方々に対する、就労機会を提供す
るため、就労訓練等を実施する民間事業者の取組を推進した
（就労訓練事業）。

・ヤング・ジョブ・あいち、あいち障害者雇用総合サポート
デスク等において実施している就労支援について、ハロー
ワークと連携して取り組んだ。
・刑務所出所者等職場定着支援事業により、対象者55名（実
人数）に対して491回、協力雇用主に対して293回の支援を実
施した。
また、協力雇用主の情報交換会議を３回、愛知県就労支援連
絡会議を２回開催した。

１　就労の確保等

愛知県再犯防止推進計画に基づく2023年度の取組【愛知県】

主な取組 担当部局

福祉局

Ⅰ　国・民
間団体等と
の連携強化
のための取
組

１　国・民間団体等
との連携強化

労働局就業促進課・関係局

【建設局建設企画課】
・令和4・5年度入札参加資格審査において、建設工事請負業
者の資格を定める場合の総合点数の算定基礎となる項目とし
て「協力雇用主の登録及び保護観察対象者等の雇用」評価
し、それを踏まえた登録を行った。令和6・7年度入札参加資
格審査申請においても、この評価を踏まえた登録を引き続き
行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、委
託業務に係る企画競争において、社会的価値の実現に関する
取組の一つとして、「協力雇用主の登録及び保護観察対象者
等の雇用」を評価項目として設定した。
【労働局就業促進課】
・2021年４月以降の契約締結分から事業者の社会的価値の実
現に資する取組として評価項目に「協力雇用主の登録及び保
護観察対象者等の雇用」を追加した。

2023年度の取組

・関係機関との情報共有のための「愛知県再犯防止連絡協議
会」を開催した。（１回）
・市町村との連携強化を図るため、市町村担当課長連絡会議
を開催した。（１回）

・生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援機関（福祉
事務所等）において包括的かつ継続的な相談支援を行うとと
もに、関係機関とのネットワークの構築を図り、支援体制の
強化に努めた。

・刑務所出所者等職場定着支援事業により、対象者55名（実
人数）に対して491回、協力雇用主に対して293回の支援を実
施した。
また、協力雇用主の情報交換会議を３回、愛知県就労支援連
絡会議を２回開催した。
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愛知県再犯防止推進計画に基づく2023年度の取組【愛知県】

主な取組 担当部局 2023年度の取組

県警本部 少年課

福祉局 地域福祉課

公営住宅課
県営住宅管

理室

住宅計画課

地域福祉課

障害福祉課

１　高齢者又は障害
のある者等への支援

Ⅲ　保健医
療・福祉
サービスの
利用の促進
等のための
取組

２　住居の確保

建築局

福祉局

・離職等により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮
者であって、所得等が一定水準以下の者に対して、住居確保
給付金の支給を行い、あわせて自立相談支援機関での就労支
援を行うことにより、包括的な支援の取組を行った。（住居
確保給付金）
・住居を失った生活困窮者に対応するため、旅館等の借り上
げにより緊急一時的な宿泊場所及び衣食の提供を行い、自立
相談支援事業による相談支援を組み合わせることで、住居の
確保や就労自立等の包括的な支援の取組を行った。（一時生
活支援事業）。

・犯罪をした者等が住居に困窮している状況や、地域の実情
等に応じて、犯罪をした者等の県営住宅への入居における特
別な配慮の必要性について検討した。

・地域生活定着支援センター事業において、高齢又は障害に
より福祉的な支援を必要とする矯正施設出所予定者や出所者
等に係る特別調整への協力等を実施するとともに、矯正施
設・保護観察所及び地域の保健医療・福祉関係機関等との連
携や、地域ネットワークの構築の推進等、取組の充実強化を
図った（地域生活定着支援センター事業）。
・生活福祉資金貸付制度についての周知を行い、低所得者、
高齢者及び障害者の経済的自立及び生活意欲の助長並びに在
宅福祉及び社会参加の促進を図り、低所得者、高齢者及び障
害者が安定した生活を送れるようにした（生活福祉資金貸付
事業費補助金）。

・相談支援従事者研修を実施（修了者：初任者339名、現任
348名、専門コース別514名）
・地域における相談支援体制の充実及び相談支援事業の円滑
な実施を図るため、圏域ごとに地域アドバイザーを配置。

・新たな住宅セーフティネット制度に関して、住宅事業者や
ＮＰＯ法人等に啓発を行うことにより、セーフティネット住
宅の登録や居住支援法人の指定の促進を図った。
・セーフティネット住宅の登録（県・政令市・中核市）
　県内63,192戸（2024.3月末時点）
　　うち保護観察対象者等を入居対象
　　　県内61,850戸
・居住支援法人の指定（県）
　　32法人（2024.3月末時点）
　　うち保護観察対象者等を入居対象
　　　　　10法人

・少年サポートセンターの少年補導職員を中心として、仕事
をしていないことにより生活の悪化が見られる少年に対し
て、ハローワークへの同行を行う等の就職支援を実施した。
支援実施回数８回、８人（2024年３月末現在）
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愛知県再犯防止推進計画に基づく2023年度の取組【愛知県】

主な取組 担当部局 2023年度の取組

医務課ここ
ろの健康推

進室

医薬安全課

県警本部
薬物銃器
対策課
少年課

高齢福祉課

保健医療局

２　薬物依存を有す
る者への支援

・依存症治療拠点機関において県内医療機関における薬物依
存症診療技術の向上及び均てん化、関係機関における相談支
援体制の強化等を実施。
・依存症関係団体への支援として、３団体へ補助金を交付決
定。
・本人の薬物依存症からの回復を支援するため、精神保健福
祉センターにて回復支援プログラムを47回実施。

・国立精神・神経医療研究センターが主催する「精神保健に
関する技術研修」に県精神保健福祉センターの職員２名を派
遣し、職員の資質向上を図るとともに治療プログラムの充実
を図った。
・関係機関の連携強化のため、県精神保健福祉センターと名
古屋市精神保健福祉センターの共催開催の「薬物関連問題関
係機関連絡会議」に参加し、情報提供・情報交換・意見交換
を行った。

・大学生、高校教職員、各団体等に対して薬物乱用防止教養
の実施（16回）
・覚醒剤や大麻等被疑者258人中、65人に対し、薬物乱用防
止対策資料の配付を実施
・X（旧Twitter）を利用した、大麻の乱用防止の注意喚起
（３回）
・医薬安全課等と合同による薬物乱用防止広報の実施（３
回）

・ラジオを利用した薬物乱用防止広報を実施した。（ＣＢＣ
ラジオ１回、東海ラジオ１回）
・児童等を対象とする薬物乱用防止教室を小学校、中学校、
高等学校等703校、108,357名に対し実施した。（2024年３月
末現在）

【生活支援体制整備推進に係る助言者派遣】
・学識経験者、生活支援体制整備を推進する全国的団体職
員、先駆的事業実施市町村の職員等を市町村へ派遣 (令和５
年度は20市町に派遣（２月末時点）)
【生活支援体制推進会議】
・有識者、関係者、市町村代表等による生活支援体制推進会
議を開催(令和６年２月)
・市町村の高齢者見守り・生活支援に関する事業等の調査を
実施し、取りまとめた結果を会議で報告するとともに市町村
へ還元。
【地域支援事業交付金】
・ＮＰＯ、ボランティアなどの多様な実施主体による生活支
援サービスが地域の実情に応じて提供されるよう、市町村の
取組を支援。
・市町村介護保険事業計画に定められた施設整備等を促進す
るため、地域医療介護総合確保基金等による財政支援を実
施。
【認知症高齢者等行方不明者見守りネットワーク構築】
・「愛知県行方不明・身元不明認知症高齢者SOS広域ネット
ワーク運営要領」に基づき、県内市町村または他都道府県へ
行方不明者の捜索協力依頼や身元不明者の身元照会を実施
・地域における認知症高齢者等の行方不明者の見守りネット
ワークの強化を図り、市町村を越えた広域的な見守り体制の
整備に資する研修を実施。
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愛知県再犯防止推進計画に基づく2023年度の取組【愛知県】

主な取組 担当部局 2023年度の取組

Ⅳ　非行の
防止及び学
校等と連携
した修学支
援等のため
の取組

社会活動推
進課

私学振興室

・スクールカウンセラーを62名に増員し、スクールソーシャ
ルワーカーの配置数も維持するなど配置拡充に努め、児童・
生徒の問題行動等の未然防止や解消に向けた教育相談体制の
充実を図った。
・県立高等学校通信制課程の概要をまとめたリーフレットを
関係機関に送付し、周知を図った。
・奨学金貸付金を始めとする教育費負担の軽減に関する制度
について、広報あいちやWEBページ等に掲載するとともに、
学校を通して周知を行った。
・少年院に入院した少年が円滑に復学できるよう、関係機関
との情報共有を図った。
・法務省が作成した事例集を県立学校に周知するなど、保護
観察・少年院送致となった生徒の復学・進学等に向けた支援
について配慮をお願いした。

県民文化局

高等学校
教育課

財務施設課

教育委員会

１　非行の防止及び
学校等と連携した修
学支援等

【高等学校教育課】
・スクールカウンセラーを62名に増員し、スクールソーシャ
ルワーカーの配置数も維持するなど配置拡充に努め、児童・
生徒の問題行動等の未然防止や解消に向けた教育相談体制の
充実を図った。
・県立高等学校通信制課程の概要をまとめたリーフレットを
関係機関に送付し、周知を図った。
・奨学金貸付金を始めとする教育費負担の軽減に関する制度
について、広報あいちやWEBページ等に掲載するとともに、
学校を通して周知を行った。
・少年院に入院した少年が円滑に復学できるよう、関係機関
との情報共有を図った。
・法務省が作成した事例集を県立学校に周知するなど、保護
観察・少年院送致となった生徒の復学・進学等に向けた支援
について配慮をお願いした。

【財務施設課】
・就学支援金の制度を周知するため、パンフレット（外国人
生徒用の多言語版を含む）を作成し、各高校を通じて生徒・
保護者に配布した。（１回）
・就学支援金について、利用者が入力したキーワードをもと
に質問の候補を自動表示することで、利用者が求める質問及
びそれに対する回答を導く「問合せ自動応答システム（AI
チャットボット）」（多言語対応を含む）の運用保守業務を
行い、制度の周知を図った。

・関係機関との意見交換のため、専門家を交え「子ども・若
者支援地域協議会等連絡会議」（１回）を開催した。また、
子ども・若者支援担当者のスキルアップ等を目的とした研修
会（６回）、講演会（１回）を開催した。
・青少年の非行防止、健全育成のため、夏期（７月１日から
８月31日までの間）及び冬期（12月20日から１月10日までの
間）に関係機関と連携して「青少年の非行・被害防止に取り
組む県民運動」を実施した。
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愛知県再犯防止推進計画に基づく2023年度の取組【愛知県】

主な取組 担当部局 2023年度の取組

保健体育課

県警本部 少年課

義務教育課

財務施設課

【義務教育課】
・スクールカウンセラーは、中学校298校（全校配置、内125
校は小中連携型配置校）、小学校121拠点校（小学校２～４
校につき1拠点校）、義務教育学校２校に配置をした。ま
た、不登校児童生徒の多い学校にスクールカウンセラーを重
点的に配置した。
・スクールソーシャルワーカーは、42市町村（190中学校
区）に配置した。
・不登校児童生徒一人一人の才能や能力、可能性を伸ばすた
めには、多様な教育を受ける機会を確保することが必要であ
るため、学校関係者や家庭、関係機関が協力し、情報を共有
する体制を整えるとともに、教育相談体制の充実を図り、組
織的・計画的に個々の児童生徒に応じたきめ細かな支援の充
実を図った。
・校内教育支援センターを設置して、不登校生徒の社会的自
立を支援するため、校内に教育支援センターを設置する取組
について、尾張、三河の各１中学校にパイロット的に取り組
んでもらい、その成果及び課題を検討した。
・スクールカウンセラー連絡協議会、スクールソーシャル
ワーカー連絡協議会において、情報共有し、連携を強化して
必要な支援を行った。
・各市町村教育委員会や愛知県警察本部と情報共有を図っ
た。

【財務施設課】
・小中学校における就学援助について、学校教育担当者指導
主事会にて、全市町村に対し保護者への周知を依頼した。
（１回）

・令和5年5月16日（火）に開催した「令和5年度自殺予防等
健康課題解決指導者研修会」において、中学校・高等学校・
特別支援学校の教員を対象に薬物乱用防止教育に関する講演
を行った。
・令和5年8月2日（水）に開催した「令和5年度学校保健講
座」において、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の
教員を対象に、薬物乱用防止教育に関する講演を行った。
・小学校699校中498校、中学校299校中292校、全日制高等学
校146校中139校で、薬物乱用防止教室を実施した。

・不登校や学業不振等により生活の悪化が見られる少年に対
し、大学生ボランティア「ユースサポーター」等と連携し、
学習支援活動を実施した。支援実施回数172回、172人（2024
年３月末現在）
・教育委員会等の関係機関が会する各種会議において、少年
非行の現状や立ち直り支援の必要性等についての講話を実施
した。
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愛知県再犯防止推進計画に基づく2023年度の取組【愛知県】

主な取組 担当部局 2023年度の取組

Ⅴ　犯罪を
した者等の
特性に応じ
た効果的な
支援等のた
めの取組

福祉局
地域福祉課
児童家庭課

保健医療局 健康対策課

生活安全特
別捜査課

少年課

人身安全
対策課

・ストーカー加害者の保護観察実施上の特別遵守事項や問題
行動等の情報を保護観察所と共有し、被害者への接触の防止
のための指導等を徹底した。
・精神医学的・心理学的アプローチに関する技術や知識の向
上を図るため、ストーカー行為者への対応を担当する警察職
員がストーカー加害者への精神医学的・心理学的アプローチ
に係るカウンセリング講座を受講した。
・ストーカー加害者に対し、医療機関等の協力を得て、医療
機関等によるカウンセリング等の受診に向けた働きかけを行
うなど、精神医学的・心理学的なアプローチを推進した。働
きかけ事例143件、受診事例20件（令和６年３月末現在）

捜査第四課

・愛知県暴力団離脱者対策協議会を開催し、同協議会に名古
屋銀行協会総務部副部長を招き、暴力団離脱への口座開設に
関する問題点等を協議した。
・県内の少年院３施設において、計103人の少年に対する講
話を計５回実施するとともに、個別相談に応じるなど、暴力
団排除教養を実施した。
・警察の離脱支援により、34人が暴力団から離脱し、就労支
援により４人が受入企業に就職した。　　　　　　　　　・
暴力団離脱者受入企業登録促進会議にて愛知県各部局と連携
して受入企業の獲得に努め、受入企業を新たに5社獲得し、
受入企業を65社とした。
・名古屋刑務所にて行われる暴力団離脱者指導プログラムに
３回参加し、離脱希望者に教養を実施した。

県警本部

・学校、児童相談所、警察等の関係機関により継続補導の対
象少年の立ち直りを目的とした「少年サポートチーム」によ
るケース検討会を実施するなど、関係機関が連携、協同して
立ち直り支援を実施した。サポートチーム設置回数４回
（2024年３月末現在）
・少年院に入院する少年に対し、退院後にいわゆる「闇バイ
ト」に安易に加担して再非行を起こさせないための講話を実
施した。（豊ヶ岡学園11人、瀬戸少年院50人、愛知少年院15
人）

１　犯罪をした者等
の特性に応じた効果
的な支援等

・公益社団法人愛知県助産師会に委託し、予期せぬ妊娠など
妊娠・出産に関する電話相談「女性の健康相談」を実施して
おり、令和5年度において電話相談795件、LINE相談158件を
行った。

・対象者の出所後の所在確認を実施した。

・女性相談センター事業において、女性が矯正施設出所後の
悩み事等を相談できるよう、電話及び面談による相談を受け
付け、必要な助言や援助を行った。
・子育てに不安を感じている保護者に対して相談窓口を周知
し、早めの相談を呼びかけるため、オレンジリボン・キャン
ペーンを実施するとともに、子どもと子育てに関する悩みに
ついての気軽な相談窓口として、匿名での相談にも対応する
電話相談を実施した。さらに、専門的知識を持った相談員
が、休日・夜間における児童相談所全国共通ダイヤルによる
相談に対応することにより、24時間365日子どもの悩みやし
つけなど子育ての困り事などを気軽に相談できる体制を強化
した。また、電話での相談が難しい等の場合にも気軽に相談
をできるよう、厚生労働省の整備したSNS相談システムを活
用し、子育ての不安等に関する相談を受け付ける体制を構築
した。
・不良行為をなし、またはなす恐れのある児童等を愛知学園
に入園させ、集団生活のもとで自立を支援した。
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愛知県再犯防止推進計画に基づく2023年度の取組【愛知県】

主な取組 担当部局 2023年度の取組

防災安全局 県民安全課

福祉局 地域福祉課

県警本部 少年課

防災安全局 県民安全課

県民文化局
社会活動
推進課

福祉局 地域福祉課

Ⅵ　民間協
力者の活動
の促進、広
報・啓発活
動の推進等
のための取
組

１民間協力者の活動
の促進等

・社会を明るくする運動の県民への認知を高めていくため、
市町村との連携や様々な広報媒体を活用した広報・啓発に取
り組んだ。
・地域生活定着支援センターにおいて、矯正施設出所後に自
立した生活を営むことが困難と認められている高齢者や障害
のある人の円滑な社会復帰や地域生活への定着について、地
域の理解を得られるよう普及啓発活動を行った。

・関係機関との意見交換のため、専門家を交え「子ども・若
者支援地域協議会等連絡会議」（１回）を開催した。また、
子ども・若者支援担当者のスキルアップ等を目的とした研修
会（６回）、講演会（１回）を開催した。
・青少年の非行防止、健全育成のため、夏期（７月１日から
８月31日までの間）及び冬期（12月20日から１月10日までの
間）に関係機関と連携して「青少年の非行・被害防止に取り
組む県民運動」を実施した。

２　広報・啓発活動
の推進

・７月の再犯防止月間において、ポスターの掲出、webペー
ジ、愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企
業通信等を活用し、啓発月間の周知を行った。
・県民の関心と理解を深めるための広報資材として、再犯防
止推進ハンドブック及びリーフレットを配布した。

・愛知県再犯防止連絡協議会を開催し（１回）、再犯防止の
推進について情報共有を図った。
・寄り添い弁護士制度による社会復帰支援事業による支援を
行った。
・安全なまちづくり県民大会（10月）において、再犯防止に
功労のあった団体への表彰を行った。

・名古屋保護観察所に置かれる名古屋保護司選考会への委員
参画等、民間協力者の確保に対する協力を行った。
・地域定着支援センターにおいて、矯正施設、保護観察所及
び保健医療・福祉の関係機関等が主催する会議に参加する等
により、ネットワークを構築し、機能の充実を図った。
・愛知県社会福祉協議会ボランティアセンターの運営費助成
等を通じて、県内ボランティア活動の振興を図った。

・少年警察ボランティアである少年補導委員、少年指導委員
を対象とした研修会の開催（2024年２月）や、活動ベスト、
活動帽子等の活動資器材を配付し、支援の充実と活動の活発
化を図った。
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